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1はじめに

コーポレー ト･ガバナンスの議論がされ始めて

から､コーポレー ト･ガバナンスに関する研究が

多面的に行われてきたOコーポレー ト･ガバナン

スは､多発する企業不祥事と低下する企業競争力

を解決するために､企業不祥事に対処 し､企業競

争力を強化することを目的として構築されてきた

ものである｡コ-ポレ- ト･ガバナンスを構築す

る目的は同じであるが､コーポレー ト･ガバナン

スには､アメリカ型､イギリス型､ ドイツ型､日

本型､フランス型など多様なモデルがある｡具体

的には､コーポレー ト･ガバナンスを構築する目

的は同じであるにも関わらず､コーポレー ト･ガ

バナンスのモデルは､歴史 ･社会 ･文化 ･制度 ･

慣習などによって異なるのである｡

そこで､グローバル化した市場に対応するため

に､コーポレー ト･ガバナンスを標準化しようと

する動きがみられる｡特に､欧州連合 (European

Union,以下 ｢EU｣という)では､各加盟国がコー

ポレー ト･ガバナンスを構築し､多様化したモデ

ルを有 している｡EUは､コーポレー ト･ガバナ

ンスを柔軟な制度にし､調和している｡このよう

に､コーポレー ト･ガバナンスのモデルを異にす

る複数の国が地域統合1を果たし､新たにその地

域の統一された法令 ･規則等によってコーポレー

ト･ガバナンスを構築 したのは､EUが初めてで

ある｡

本稿では､EUにおけるコーポレー ト･ガバナ

ンス研究の意義を提示することを目的として以下

の3つを考察する｡まず､コーポレー ト･ガバナ

ンスを論 じるにあたって､そもそもコーポレー

ト･ガバナンスとは何かについて考察する｡つぎ

に､グローバル化した市場における世界標準プロ

セスと地域化の展開について明らかにする｡そし

て､EUにおけるコーポレー ト･ガバナンスの会

社法の制定 ･改訂による調和にむけた展開を解明

する｡これ らの3つを明らかにすることで､EU

においてコーポレー ト･ガバナンスの調和の必要

性とEUにおけるコーポレー ト･ガバナンスに関
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する研究の意義を提示する｡

2コーポレー ト･ガバナンスとは何か

2-1 コーポレー ト･ガバナンスに関する議論の

展開

コーポレー ト･ガバナンスは､おもに1990年

代前半より､盛んに議論が行われてきた2｡その

議論の多くが､コーポレー ト･ガバナンスには､｢企

業競争力の強化｣と ｢企業不祥事への対処｣とい

う2つの役割があると固く信 じられたものであっ

た3｡ここでは､この2つの役割について考察する｡

平田光弘【2008】によると､日本におけるコーポ

レー ト･ガバナンスの議論は､3段階に分けられ

る｡コーポレー ト･ガバナンスの議論は､｢第一

に､企業不祥事への対処をめぐって議論され､企

業不祥事の再発を防止するには､経営監視 ･監督

の仕組みはどうあるべきかが問われてきた｡

(中略)-第二は､企業競争力の強化をめぐる議

論である｡企業競争力を高めるには､どのような

経営意思決定の仕組みと経営監視 ･監督の仕組み

とが望ましいかが論 じられてきた｡- (中略)-

ところが､日本では､2000年から2005年にかけて､

また､アメリカでは､2001年から2002年にかけて､

日米社会を揺るがすような企業不祥事 (雪印乳業､

雪印食品､三菱自動車､西武鉄道などの事件､エ

ンロン､ワール ドコムなどの事件)が相次いで起

こり､再び 『企業不祥事とガバナンス問題』が真

剣に問われている4｣のである｡

コーポレー ト･ガバナンスの議論は､企業不祥

事の対処から､企業競争力の強化へ移 り､その後､

再び企業不祥事の対処へと戻ってきた｡ただし､

企業競争力が議論されている間も､企業不祥事が

解決されていたわけではないことを忘れてはなら

ない｡コーポレー ト･ガバナンスの議論は､その

ときに社会的に問題とされ､クローズアップされ

ている問題に対 して論 じられ､その間題の解決を

みないまま次の議論へと移ってきたのである｡つ

まり､いまのところ､コ_-ポレー ト･ガバナンス

は､｢企業競争力の強化｣と ｢企業不祥事への対

処｣という2つの役割を果たし切れていないとい

える｡これらの役割を達成するために､今後もコー

ポレー ト･ガバナンスに真剣に取り組む必要があ

る｡

2-2 コーポレー ト･ガバナンスの先行研究

コーポレー ト･ガバナンスは多くの研究者に

よって､その重要性や必要性が叫ばれ､さまざま

な視点から議論 されてきた｡そのようななかで､

コーポレー ト･ガバナンスは､おおむね ｢企業統

治｣と邦訳されており､邦訳に関しては多くの研

究者が認めているところであろう｡

しかし､コーポレー ト･ガバナンスは､さまざ

まな視点から多面的に研究 されてきたことを背景

として､論者によって異なる定義付けが行われて

きた｡たとえば､コーポレー ト･ガバナンス原則

の先駆的研究者である小島大徳【2004]は､コーポ

レー ト･ガバナンスを ｢所有と経営が分離してい

る企業において､経営者が､企業不祥事への対処

(コンプライアンス経営)と企業競争力の強化と

を目的としながら､企業に関わる利害関係者の利

害調整を同時に達成 しようとする企業構造を構築

すること5｣であると述べ､小島大徳【20071にお

いて､その利害関係者がさらに広い概念である市

表1 日本のコーポレー ト･ガバナンスの議論と2つの役割

時期 役割 議論の中心

1990年代初め 企業不祥事への対処 経営監視 .監督の仕組み

1990年終わり 企業競争力の強化 経営意思決定の仕組み経営監視 ー監督の仕組み

(出所)平田光弘[2008】40-41頁.を参考に筆者が表を作成｡
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民社会にまで拡大 し､コーポレー ト･ガバナンス

は ｢市民社会の枠内で企業を把握 して論 じていく

必要がある6｣ ことを明らかにしている｡

コーポ レー ト･ガバ ナ ンス をアカ ウンタビ

リテ ィの観点か ら考察 した出見世信之[1997]は､

コーポレー ト･ガバナンスとは､｢広義には 『企

業 と利害関係者 との関係』､狭義には 『株主 ･,荏

営者関係 と会社機関構造』 と捉えることができる

表2 コーポレー ト･ガバナンスに関する研究の展開

研究者 出 所 定義 (意味)および提言

今西宏次 今西宏次[2007】115貢. ｢株主理論と利害関係者理論のどちらの立場をとるのか､株式会社の目的は何かを考えることがコーポレー ト.ガバナンス論

の核心である｣

海道ノブチカ 海道ノブチカ[2005】1貢. ｢企業はだれのものか､企業を支配するのはだれか､あるいは社会的な広がりをもつ現代の巨大企業をだれが､どのように規

制するのか｣

小島大徳 ｢~ 小島大徳【2004】i貢. ① ｢所有と経営が分離している企業において､経営者が､企業

不祥事への対処 (コンプライアンス経営)と企業競争力の強化

とを目的としながら､企業に関わる利害関係者の利害調整を同

小島大徳【2007】185毘 時に達成 しようとする企業構造を構築すること｣
② ｢市民社会の枠内で企業を把握して論じていく必要がある｣

佐久間信夫 佐久間信夫[2006]1頁. ｢株主をはじめとするステークホルダーの経営者に対する監視｣

棲井克彦 棲井克彦【1999】30貫. ｢企業の支配 .運営の在り方に係わる概念であり､ステークホ
ルダーの利益の尊重と促進がみられるよう企業とその経営者を

規則づけること､もしくはそのための仕組みないしシステムを

強調する概念｣

出見世信之 出見世信之t1997]8頁. ① ｢広義には 『企業と利害関係者との関係』､狭義には 『株主 .

経営者関係と会社機関構造』と捉えることができる｣

出見世信之【2007】143頁. ⑦ ｢経営者に対する内部統制システムとしての取締役会と外部統制システムとしての各種の市場を機能させることが､企業統

治改革において求められる｣

仲田正機 仲田正機[1999]126貢. ｢基本的にはコーポレー ト.パワーの権能の行使それ自体､お
よび行使のためのシステムと手法の全体｣

平田光弘 平田光弘[2006]17-18貢. ① ｢企業と利害関係者との関係｣､｢経営者の経営を監視 .監督

する仕組み｣

① ｢経営者は企業を 『社会に信頼 される企業』(socially

平EEl光弘【2008a】3貢. trustworthycompanyト .(中略)- に高めるととが必要 (下

線は筆者による)｣

松下優 松下優[1998]188貢. ｢『所有と支配の分離』が生じた巨大株式会社において､経営者の行為の正当性の論理はなんであり､その行為を監視する内部､

外部の監視システムをどう設計し､制度化するのか｣

吉森賢 吉森賢[2007b]42貢. ① ｢第一に企業の主権者の特定と､第二に主権者のために経済

合理性と法令順守により経営者が経営活動を行っているかにつ

いての監視､評価とそのための組織と手続き｣

吉森賢【2007b]47頁. 由 ｢アメリカ､ ドイツ､日本の優れた業績を誇り､社会からも

(出所)筆者作成｡



38 神奈川大学大学院経営学研究科 『研究年報』第14号 2010年3月

7｣と述べ､出見世信之【20071において､コーポレー

ト･ガバナンスは､｢経営者に対する内部統制シ

ステムとしての取締役会と外部統制システムとし

ての各種の市場を機能させることが､企業統治改

革において求められる8｣ことを明らかにしている｡

コーポレー ト･ガバナンスを経営者問題の観点

から考察 した平田光弘【2006】は､コーポレー ト･

ガバナンスには､｢企業と利害関係者との関係9｣

という意味と ｢経営者の経営を監視 ･監督する仕

組み10｣という2つの意味があると述べ､平田光

弘[2008a】において､コーポレー ト･ガバナンス

の主体が経営者自身にあることを強調 したうえ

で､経営者は企業を ｢『社会に信頼 される企業』

(sociallytrustworthycompany)- ･(中略)- ･

に高めることが必要11｣であることを明らかにし

ている｡

アメリカやヨーロッパのコーポレー ト･ガバナ

ンスを企業概念などの観点から考察してきた吉森

賢【2007b】は､コーポレー ト･ガバナンスを､｢第

一に企業の主権者の特定と､第二に主権者のため

に経済合理性と法令順守により経営者が経営活動

を行っているかについての監視､評価とそのた

めの組織と手続き12｣であると述べ､｢アメリカ､

ドイツ､日本の優れた業績を誇り､社会からも尊

敬されている企業が従業員を重視 している13｣こ

とから､従業員のために経営を行うことが企業競

争力の強化につながることを明らかにしている｡

コーポレー ト･ガバナンスを社会的側面から考

察 した海道ノブチカ[2005】は､｢企業はだれのも

のか､企業を支配するのはだれか､あるいは社会

的な広がりをもつ現代の巨大企業をだれが､どの

ように規制するのか14｣という問題がコーポレー

ト･ガバナンスの主要な問題であると述べ､ ドイ

ツの企業が有する社会的側面に焦点を当て､ ドイ

ツ企業が極めて政治的な側面からコーポレー ト･

ガバナンスを構築していることを明らかにしてい

る｡

これらの先行研究を総括すると､コーポレー

ト･ガバナンスには､①企業を監視 ･監督する主

体を明らかすること､①企業と利害関係者の利害

調整を達成 しようとする企業構造を構築すること､

の2つの問題があるといえよう｡そして､先行研

究には､コーポレー ト･ガバナンスの問題を社会

と結びつけて解決 しようとするものが少なくな

い｡たとえば､前述したように､小島大徳[2007】

は､コーポレー ト･ガバナンスを ｢市民社会の枠

内で企業を把握して論じていく必要がある15｣こ

とを明らかにし､平田光弘【2008a】は､経営者が

企業を ｢社会に信頼される企業｣に高める必要性

があることを明らかにしている16｡

2-3 コーポレー ト･ガバナンスの営利性と社会

性

コーポレー ト･ガバナンスの定義に関する先行

研究の議論を考察してみると､コーポレー ト･ガ

バナンスはおおむね利害関係者との関係を調整す

るものであることが理解できる｡その利害関係者

と強く関係するという性格から､コーポレー ト･

ガバナンスに関する研究のなかには､コーポレー

ト･ガバナンスの社会性17に言及したものが少な

くないOただし､コーポレー ト･ガバナンスの社

会性へのアプローチの仕方は研究者によって異な

る｡

研究者によって､コーポレー ト･ガバナンスの

社会性へのアプローチの仕方が異なる原因は､利

害関係者という言葉の概念が暖味であることに求

められよう｡そもそも､利害関係者の範囲や重要

度は企業によって異なるし､その企業に対して必

ずしも1つの側面から関係しているのではなく､

多面的に関係しているのであるから､利害関係者

を特定すること自体に無理がある18｡つまり､利

害関係者という言葉の概念をはっきりさせないま

ま議論が進んでいるから､企業の主要な利害関係

者は誰であるのか､企業は誰のものであるの隼

といった疑問が湧いてくるのである｡

企業が誰のために経営されるべきか､について

議論するためには､企業の目的が何かという問題

を解決する必要があるであろう｡藻利重隆[1984】

によると､企業の目的は､営利目的と商品生産目

的19とにある20｡ そのうちの営利目的は､資本主
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図1企業の営 利性 とコーポレー ト ･ガバナンスの関係

企業は社会のなかに存
在するのであ るから､企
業は､市民社 会レベルで
監視･監督していかなけ
ればならない ｡

企業 の 営 利性

コーポレート･

ガバナンス

(出所)筆者作成｡

義社会において指導原理をなすものである21｡そ

して､企業は､｢営利目附を指導原理として､し

たがって､営利原則にもとづいて商品生産 目的

を達成する22｣ことを目的とする｡つまり､企業

の目的である営利目的と商品生産目的は､切り離

されて達成されるものではなく､それらを融合さ

せて機能させることに企業の社会的合理性23を兄

いだすことができる24｡また､企業の社会的合理

性とは､社会に対する貢献性を意味する25｡ここ

での社会に対する貢献性とは､社会の要請に対し

て即応することである｡したがって､企業は､社

会からの要請に即応 して社会に貢献することに

よって､社会的合理性を得ることができるのであ

る｡つまり､企業の目的は､営利原則にもとづい

て､商品生産目的を達成し､社会に貢献すること

であるといえる｡

企業は､そもそもオランダにおいて､貿易を通

した国内経済の発展を目的として､政府の認可を

得て誕生 したオランダ東インド会社を起源とす

企業の指導原理は､営

利性に求められるのであ

るから､コーポレート ガ

バナンスは､営利原則の

枠内で議論されなければ

ならない｡

る26｡オランダ東インド会社は､喜望峰からマゼ

ラン海峡に至る地域との貿易独占権と条約の締結､

軍隊の設置､貨幣の鋳造などを認められており､

極めて政治的な特権を有する会社であった｡くわ

えて､オランダ東インド会社は､東インドとの貿

易を独占することでオランダ社会の経済発展に寄

与する､という社会からの要請によって誕生した

27｡つまり､株式会社は､株式会社の原点に戻る

と利益を生み出して営利活動によって社会発展に

役立つという社会的な要請によって成り立ってい

るということができる｡社会からの要請によって

誕生した ｢株式会社｣は､今日に至るまで､社会

からの要請に即応 した生産活動を通して社会に貢

献している28｡このように企業は､社会と密接に

関係 しており､企業の規模が拡大するにつれて､

企業が社会に与える影響が強くなると同時に社会

から受ける影響も強くなるのである｡そのため､

現代の大規模な企業は､社会全体に影響しており､

限定された利害関係者のために経営を行われては
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ならないのである｡したがって､企業は､特定の

利害関係者のために存在しているのではなく､社

会全体のために存在しているというのが妥当であ

ろう29｡つまり､企業と社会は相互に強く影響し

ており､企業を社会全体で企業を監視 ･監督する

必要がある｡

さて､ここまでの検討結果から､本論文では､

コーポレー ト.ガバナンスは､｢企業競争力の強

化と企業不祥事の対処を目的として､企業を監硯･

監督する主体を明らかにし､市民社会レベルで企

業と利害関係者の利害調整を達成しようとする企

業構造を構築すること｣であると定義付けた｡ま

た､企業は､営利性を最大限に優先する必要があ

る.そのため､コーポレー ト･ガバナンスは､企

業不祥事の対処も最終的には企業競争力の強化に

つながり､企業経営に役立つものでなければなら

ないのである｡

3世界的なコーポレー ト･ガバナンスの

展開

3-1 コーポレー ト･ガバナンスの多様性

コーポレー ト･ガバナンスのもっとも主要な問

題は企業経営機構改革である｡既存の企業経営機

構は､研究が進んでいるものだけでもアメリカ型､

イギリス型､ ドイツ型､日本型､フランス型など

多様なタイプがある30｡これらのコーポレー ト

ガバナンスを形作っているのは､企業法制度や上

場規則である｡したがって､コーポレー ト･ガバ

ナンスはおおむね企業法制度や上場規則を基にし

て分類されているといえる｡

コーポレー ト･ガバナンスを国際比較すると､

歴史 ･社会 ･文化 ･慣習などに起因して､制度の

特徴が異なることが理解できる｡たとえば､ ドイ

ツの共同決定制度である｡ ドイツの共同決定制度

は､共同決定制度の歴史的研究を行なった海道ノ

ブチカ【2005】によって､極めて政治的に構築され

ていることが明らかにされている31｡具体的には､

海道ノブチカ[2005]によって､ ドイツでは｢1969

年の総選挙では社会民主党は､自民党と連立政権

をつくり､プラント政権が成立した｡- (中略)

-･このプラント､シュミットと続く社会民主党政

権下で経営参加を目指す運動は活発にな32｣った

ことなどが論じられている｡さらに､吉森賢【20001

は､ ドイツの政治がフランスに与えた影響につい

ても指摘している.具体的には､フランスのコー

ポレー ト･ガバナンスが ドイツと同じく､政権を

握った嘩覚のイデオロギーやナチスドイツの影響

を受けているのである33｡

各国で構築 されたコーポレー ト･ガバナンス

は､長年の議論によって構築されてきたものであ

る｡そして､歴史 ･社会 ･文化 ･制度 ･慣習など

に起因して構築されたコーポレー ト･ガバナンス

は､すでに各国で自国の制度として根付いている｡

各国で構築された多様なコーポレー ト･ガバナン

スに関して世界標準化しようとする動きと地域の

コーポレー ト･ガバナンスを重視しようとする2

つの動きがある｡次項以下で､その2つの動きに

ついて考察する｡

3-2 コーポレー ト･ガバナンスの世界標準化に

向けた動向

コーポレー ト･ガバナンスの世界標準化に向け

た動向は､おもに､小島大徳【2004]によって解明

された340小島大徳【2004】は､OECDコーポレー ト･

ガバナンス原則 (以下 ｢OECD原則｣という)を

世界標準コーポレー ト ガバナンス原則 (以下 ｢世

界標準原則｣という)にもっとも近いコーポレー

ト･ガバナンス原則 (以下 ｢原則｣という)SSと

位置づけ､世界標準原則が世界中で策定されてい

る原則を通して､企業の実践まで浸透していく体

系を明らかにした36｡

図3に表 されるように､世界標準原則は､機関

投資家機関や国際機関､国内機関などの原則策定

機関によって参照される｡世界標準原則を参照し

て策定された原則は､各原則策定機関の立場から

企業に向けた原則を策定し､企業に原則を遵守す

ることを要求する｡そのため､企業は､世界標準

原則の流れを受けたコーポレー ト･ガバナンスを

構築することになるのである｡そして､企業が構

築するコーポレー ト･ガバナンスは､企業独自の
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図2日米英独のボー ドシステム

[日 本 型 ]

[アメリカ型] [イギリス型 ]

[ドイツ型]

(出所)平田光弘【2003】161頁.

コーポレー ト･ガバナンスとして原則化される｡ 2つの特徴を有 しているといわれている37｡この

さらに､原則化されたコーポレー ト･ガバナンス 非拘束性と参照可能性という2つの特徴が､世界

は､企業独自原則として企業のコーポレー ト･ガ 標準化する際に切り離すことのできない条件でも

バナンスを強化するものである｡ ある｡なぜならば､各国で構築されてきたコーポ

世界標準原則は､非拘束性と参照可能性という､ レー ト ガバナンスは､歴史 ･社会 ･文化 ･制度 ･
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図3 21世紀のコーポレー ト･ガバナンス原則の関係

(出所)小島大徳【2004】14頁.

慣習などによって､異なるからである｡さらに言

及すると､企業によって､求められるコーポレー

ト ガバナンスは異なる38Oしたがって､コーポ

レー ト･ガバナンスの世界標準は､非拘束性を有

していることが要求されるのである｡また､世界

標準原則の条件は､先に挙げた機関投資家機関や

国際機関､国内機関などのあらゆる機関や企業に

参照されなければならず､参照可能性を有してい

る必要があるのである｡

3-3 地域に根ざしたコーポレー ト･ガバナンス

の構築

コーポレー ト･ガバナンスにおいて､世界標準

化にむけた動向のほかに､地域に根ざしたコーポ

レー ト･ガバナンスの構築を目指す動向もある｡

地域に根ざしたコーポレー ト･ガバナンスを構築

する動向の代表的なものに､(丑OECDによる地域

円卓会議の開催と地域コーポレー ト･ガバナンス

白書の策定､(参統合地域であるEUにおける会社

法の改革､が挙げられる｡これらの動向は､国レ

ベルを超えつつも地域レベルの特性に合ったコー

ポレー ト･ガバナンスを構築しようとする試みで

あるといよう｡

OECDによる地域に根ざしたコーポレー ト･ガ

バナンスの構築の展開は､地域コーポレート･ガ

バナンス白書がOECD原則の要求を受けて策定さ

れることで､各加盟国のコ-ポレー ト･ガバナン

ス規則に影響を与えている39｡OECDが地域に根
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図4世界のコーポレー ト･ガバナンス原則の展開

(出所)小島大徳【2006】148貢.を一部加筆｡

ぎしたコーポレー ト･ガバナンスの構築を進めて

いる地域は､ ロシア､南東欧､ ラテンアメ リカ､

ユーラシア､アジアの 5地域である｡そして､こ

れ らの地域に適合するコーポレ- ト･ガバナンス

を構築することで､各地域の経済発展 を目指す も

のである｡地域円卓会議によって策定 された各地

域のコーポレー ト･ガバナンス白書が各B)のコー

ポレー ト･ガバナンスに影響す ることで､OECD

が各国のコーポレー ト･ガバナンス規則に影響す

るというものである｡

そ して､EUにおける会社法の改革 は､OECD

の地域のコーポ レー ト･ガバ ナンス白書 とは異

なる性質を有 している｡EUではEU全域 を活動範

囲とする株式会社である欧州株式会社 (Societas

Europaea)の設立が可能になった｡ そこで制定

1 世界標準コーポレートガバナンス原則の性質
(か非拘束性

②参照可能性
2 各地域の『白書』作成に直接的影響
(丑世界6ブロックの『白書』の前提
(診EU等の経済統合の際､会社法などの
策定の基礎

1.経済ブロックごとのコーポレートガバナンスの構築
2 0ECD原則の遵守状況を詳細に検討
3 各国の企業経営機構体制などの緩やかな統一を促す
4 各国の利害関係者に関する規定を要求する

1.上場規則に採用する
2.会社法に取り入れる
3.各国内私的機関の原則が参照する

された ｢欧州株式会社法 [CouncilRegulation(EC)

No.2157/2001of8October20010ntheStatute

foraEuropeancompany]40｣やそれを補 う｢従業

員の経営参加に関する欧州株式会社法を補完する

理事会指令41｣によって､EUのコ-ポレー ト･ガ

バナンスの基盤が形作 られている｡これ らの法令･

規則等は､欧州会社法 として､欧州株式会社に強

制力をもって影響 している｡ただ し､欧州会社法

は､大枠 を定めたに過 ぎず､欧州会社法に定めの

ない事項に関 しては､各加盟国の国内法または定

款によって定め られる｡ くわえて､法的拘束性 を

有す る規則は､各EU加盟国のコーポレー ト･ガ

バナンスを基に､各国の代表による会議や専門家

によるワーキンググループの活動を通 して制定 さ

れる｡このようにして､EUの地域に根 ざしたコ-
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図5 EUにおけるコーポレー ト･ガバナンスの展開

(出所)筆者作成｡

ポレー ト ガバナンスは､加盟国のコーポレート

ガバナンスとも相互の影響し合いながら､構築さ

れているのである｡

OECDの進める地域に根ざしたコーポレー ト･

ガバナンスの構築は､OECD原則を基盤にして､

地域の特性を生かした健全なコーポレート･ガバ

ナンスを構築し､経済発展を目指すものである｡

そして､EUが構築するコーポレー ト･ガバナン

スは､EU域内で多様化したコ-ポレ- 卜･ガバ

ナンスを調和することで､国境を越えた経営を

促進し､EU全体の経済発展を目指すものである｡

EUは､このように地域に根ざしたコーポレート･

ガバナンスを構築するとともに､国際的な経営を

促進するという特徴を備えている｡つまり､EU

のコーポレー ト･ガバナンスは､ヨーロピアン･

国
内
規

定

の
調

和

1 EU会社法の性質

①法的拘束性

②大枠のみの規定による柔軟性
2 EU会社法の規定内容

(か設立規程

②企業経営機構

③情報開示･透明性

④利害関係者の権利

1 欧州委員会による会議

2 専門家ワーキンググループの設立

3 ECGFの開催

4 アドバイザリーグループの設立

5 アクションプランの作成

1 上場規則に採用する

2 会社法に取り入れる

3.各国内私的機関の原則が参照する

4 企業に直接的に影響する

スタンダードを構築するとともに､グローバルな

経営に対応することのできるシステムを構築しよ

うとするものであるということができよう0

4 EUにお け るコーポ レー ト ･ガバ ナ ン

スの展開

4-1 EU統合の背景

EUにおいてコーポレー ト･ガバナンスの調和

が求められた理由は､EUが単一市場を形成する

国境を越えた超国家的な地域だからである｡なぜ

ならば､単一市場を形成するにあたって､企業法

制度が異なるとB]境を越えた経営を行う際に､複

雑な手続きを必要とするからである｡したがって､

EUにおいてコーポレー ト･ガバナンスの調和が
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優先事項であった｡つまり､コーポレー ト･ガバ

ナンスの調和は､EU統合のために必要不可欠で

あったと解することができるであろう｡EUにお

いてコーポレー ト･ガバナンスの調和が､EU統

合に必要不可欠であったとするならば､EUにお

いてコーポレー ト･ガバナンスの調和が求められ

た背景は､EU統合の背景に求めることができよう｡

EU統合の背景には､第一次世界大戦が挙げら

れる｡第一次世界大戦は､ヨ-ロッパにおける各

国間の対立の歴史を象徴するものである｡4年に

もおよぶ第一次世界大戦で戦場とされたヨーロッ

パの国々は､戦勝国､敗戦国共に経済的に疲弊し

た｡そして､それに追い打ちをかけて､戦勝国で

あるフランスは､敗戦国であるドイツに対して天

文学的な金額の賠償金を課 した42｡この厳しい敗

戦処理によって､ ドイツとフランスの対立の激し

さは増したのである｡しかし､各国の対立を深め

た戦間期に､EU統合に向けた汎ヨーロッパ主義43

という思想がわき上がり､汎ヨーロッパ運動が展

開されたのである｡そして､フランス外相であっ

たロベール ･シューマンがシューマン ･プランを

提唱したことで､第二次世界大戦後から急速に

EU統合に向けて歩き出したのである44｡

EU統合における最大の目標は､戦後疲弊した

ヨーロッパの経済を回復させることであり､経済

の回復こそがヨーロッパ社会からの要請であると

いえるであろう｡したがって､コーポレート･ガ

バナンスには､企業競争力の強化と企業不祥事へ

の対処という2つの役割を有しているという意見

が有力であるが､EUにおいては､企業競争力の

強化に重点をおいたコーポレー ト･ガバナンス

改革が求められるのである｡そのため､EUには､

共通の詳細なコーポレー ト･ガバナンス規定は存

在しないOなぜならば､コーポレート･ガバナン

スは､歴史 ･社会 ･文化 ･制度 ･慣習などさまざ

まな要因が重なって構築されてきたものであるか

ら､コーポレー ト･ガバナンスを無理に統一して

しまうことは､経営に自由度を低下させる虞があ

り､好ましくないからである｡

4-2 欧州会社法制定にむけた動き

欧州会社法の制定には､約40年もの歳月を要

した｡欧州会社法の制定プロセスで､企業経営機

構と従業員の経営参加に関する制度に関して､ ド

イツを中心として､二層型企業経営機構の企業経

営機構を採用し､監督機関に従業員の参加が認め

られる制度作りを進めることが主張された｡しか

し､その実に対し､一層型企業経営機構の経営機

構制度が確立されている国や従業員の参加が認め

られていない国などから反対の声があがった｡こ

れは､ ドイツをモデルとした経営にヨーロッパの

国々が必ずしも適応できるわけではないため､二

層型企業経営機構に統一する必要はなく､一層型

企業経営機構も選択できるようにするべきである

という批判であった45｡

この批判によって､図6に表 されるように､

1975年に策定されたグリーンペーパー 『ECにお

ける従業員参加と会社の構造』において､一層型

企業経営機構と二層型企業経営機構の併存という

方針が打ち出されるOそして､グリーンペーパー

において決定された方針は､2001年に制定をみ

る欧州株式会社法まで受け継がれることとなる｡

さらに､従業員の経営参加に関して､第5令変更

提案において､ 1.監督機関における労働者代表､

2.監督機関の現構成員による新しい構成員の共

同選出､3.会社機関から分離された労働者の代

表､の3つからの選択制が提案され､1991年規

則案 ･指令案で､監督機関は構成員のなかから1

人の会長を選任 しなければならない､ことが提

案され､合意を得ることが難しかった46｡ しかし､

2001年の欧州株式会社法では､①従業員を経営

に参加させなければならない､(参経営参加には情

報参加方式と監督機関への経営参加方式とがある､

(彰共同決定制を有しない国において､合併により

欧州株式会社を設立する場合には､共同決定制を

導入する必要はない､④共同決定制を有する国に

おいて､合併により欧州株式会社を設立する場合

には､共同決定制に関する従業員の権利は保障さ

れる､ことで合意に至ったのである47｡
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図6欧州株式会社法制定までの議論

企業経営横様

労働者500人以上の株式会社の運営機構として経営機関と

監督横関とからなる二層型に続-

①経過期間においては二層型と-層型の並存を認める

②経営協議会制度を弾力的に活用

原則としては二J7型を推奨し一層型を選択することも可能

一層型と二層型という2つのモデルが選択的に提示

①定款による-屠型と二層型の選択を認める

②加盟国がその領土に本店を置く欧州株式会社に対して一
層型と二層型の2つの制度のどちらかを採用するように命

じることが可能

-層型と二層型を選択し定款に定める事を認める

(出所)平田光弘【2008b】を参考に筆者作成｡

従来､各加盟国で確立されていた会社法制度を､

1つの会社法制度で統一しようとする場合に､加

盟国間の既存の制度があるために､新しい制度に

対 して反発が生 じてしまう｡そこで､EUがとっ

たのは､企業を設立するうえでもっとも基本的な

内容のみを規定し､規定する内容に関しても広く

定款や国内法によって選択することができる制度

作りであった｡これによって､加盟国内での欧州

会社法の適用が容易にできるようになった｡くわ

えて､広く定款自治にゆだねるということは､経

営の自由度が増すということである｡近年のコー

ポレー ト･ガバナンスを巡る議論は､企業不祥事

従業且の経営参加

監督税関への労働者の参加を実現

①労働者1,000人以上の株式会社において採用される

②以下､3モデルから一つを選ぶことが可能
1監督機関における労働者代表

2監督捷関の現構成員による新しい構成且の共同選出

3会社也関から分散された労働者の代表
③会社の労働者の過半数が投票で参加に反対を表明した場
合に経営参加は実施されないと定めることが可能

3つのモデルを規定

(∋監督捷関は､
ればならない

②労働者参加指令第4条が適用されるときは､会長は､株主総会によって選任された耕成員の中から選ばれなければならない
③監督捷関の決鍬 =おいて､賛否同数となった場合､監督

横関の会長のみに最終決定権が与えられる

①従業員を経営に参加させなければな
②経営参加には情報参加方式と監督機関-の経営参加方式と
がある｡

(卦共同決定制を有しない国において､合併により欧州株式会

社 を設立する場合には､共同決定制を斗入する必要はない｡
④共同決定制を有する国において.合併により欧州株式会社
を設立する場合には､共同決定制に関する従業良の権利は保

の対処を重視するあまりに､企業を規制しすぎる

傾向があり､それによって企業の競争力が低下す

る虞がある｡その意味で､経営の自由度が増すこ

とは､企業競争力の強化につながるといえるであ

ろう｡

4-3 EUにおけるコーポレー ト･ガバナンスの光

と陰

EUにおけるコーポレー ト･ガバナンスは､ヨー

ロピアン･スタンダー ドを確立しようとするもの

であったが､コーポレー ト･ガバナンスの制度を

調和するという方法で､各加盟国間の利害関係を
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調整 している｡EUは､世界で初めて地域レベル

で会社法を制定した地域である｡EUが､その試

みに成功するまで､このような試みが成功すると

考えた者は少ないであろう｡しかし､EUがこの

ように統合地域として､成功している陰には､加

盟国間の主張と議論､そして妥協がある｡複数の

主張が存在する場合には､必ず妥協が伴う｡地域

地域統合を進める際には､どの程度妥協し､協調

して制度作りを進めていくのか､が重要な鍵とな

るであろう｡

加盟国間の主張と議論､妥協によって構築され

たEUのコーポレー ト･ガバナンスは､EUという

国際的な市場のなかで､経営の国境を越えた移動

を簡単なものとした｡くわえて､国境を越えた企

業統合も容易になった｡それによって､EUにお

いて､企業競争力の強化に期待できよう｡さらに､

EUにおいて､国際的な経営が促進されることで､

EU域外でのグローバルな経営に対しても競争力

が強化することが考えられる｡EUにおいて､柔

軟性の高い制度が構築されたことで､経営の効率

を向上し､企業競争力を強化できる体制を経営者

がいかに構築するかが求められるであろう｡また､

柔軟性の高い制度が構築されたことで､企業の経

営における自由が､広く認められたということが

できるであろう｡そこで､企業は､健全で効率の

良い経営を行うことができるような体制を整えて

いく必要があるだろう｡

しかし､柔軟性の高いEUの制度は､時に負の

要因にもなりえる｡つまり､規則によって経営を

束縛されないということは､経営者が企業を不祥

事に導く虞がある｡いくら企業倫理を叫んでも､

経営者が抱く倫理は､経営者よって異なるので

あって､企業倫理のみに企業不祥事の対処を任せ

てしまうと虚 しい思いをするだけであろう｡EU

は､経営者の経営の自由度を守りながら､企業不

祥事に対処することができるシステム作りを深め

る必要がある48｡そのためには､自由が許される

べきことと規則で統制されるべきことを見極めて

いく必要がある｡

5 おわりに

コーポレ- ト･ガバナンスは､極めて社会的な

性格を有しており､これまで政策的に構築されて

きたoコーポレー ト･ガバナンスの核となるもの

は､会社法制度や上場規則などであり､これらに

定められることで構築されてきたものが多い｡こ

れらの制度は､社会からの要請を受けて整備され

ていくものであるから､自ずとコーポレー ト･ガ

バナンスは､社会性を有することになるのである｡

そして､企業は､営利性を通して､社会からの要

請を満たすことで､社会的合理性を得ることがで

きるため､これらの社会からの要請に応えていく

ことが重要である｡

コーポレー ト･ガバナンスは､企業競争力の強

化と企業不祥事の対処という目的を社会からの要

請を反映している.そこで､本稿では､コーポ

レー ト･ガバナンスは ｢企業競争力の強化と企業

不祥事の対処を目的として､企業を監視 ･監督す

る主体を明らかにし､市民社会レベルで企業と利

害関係者の利害調整を達成しようとする企業構造

を構築すること｣､であると定義付けた｡くわえて､

企業は､営利原則を最大限に優先する必要がある｡

そのため､コーポレー ト･ガバナンスは､企業不

祥事の対処も最終的には企業競争力の強化につな

がり､企業経営に役立つものでなければならない｡

世界的に多様化するコーポレー ト･ガバナンス

のモデルに対して､グローバル ･スタンダードを

構築しようとする動きと地域のコーポレー ト･ガ

バナンスを重視しようとする2つの動きがある｡

そして､地域に根ざしたコーポレー ト･ガバナン

スは､世界標準原則が有する性格と類似している

ことが明らかになった.また､地域に根ざしたコー

ポレー ト･ガバナンスのなかでも､EUにおける

コーポレー ト･ガバナンスは､加盟国のコーポレ-

卜･ガバナンスを基礎としたコーポレー ト･ガバ

ナンスを構築していることが明らかとなった｡

第一次世界大戦後から､ヨーロッパでは経済力

の回復という社会からの要請によって､地域統合

が進められてきた｡地域統合のなかで､コーポレー
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ト･ガバナンスの調和が最優先課題とされた｡そ

こで､EUではコ-ポレー ト･ガバナンスの調和

を達成するために､柔軟な制度作りを行うことに

よって対応 してきた｡そして､柔軟な制度作 りに

よって､企業経営の自由度が広がり､企業競争力

の強化につながるであろうことが明らかとなった｡

しかし､柔軟な制度には､経営者が企業を企業

不祥事へと導く危険性をも指摘できる｡そのため､

コーポレー ト･ガバナンスにおいて､会社法制度

や上場規則によって構築される部分と経営者自ら

が構築する部分の比率が､どの程度であることが

ベス トであるのか､また､経営者は自らどのよう

なコーポレー ト･ガバナンスを構築するべきなの

か､を検討する必要があると考えられる｡

EUにおけるコーポレー ト･ガバナンスを構築

することは､企業がどのようにグローバル化した

世界のなかで､他国のコーポレー ト･ガバナンス

に適応させていくのか､を検討するために､適 し

たモデル となるであろう｡そして､AU (アフリ

カ連合)やASEAN (東南アジア諸国連合)など

世界各地で統合化が進められている地域において､

それがEUと同様に単一市場を完成 させようとす

る場合に､どのようなコーポレー ト･ガバナンス

を構築するべきであるのかを考察するモデルとし

て､EUにおけるコーポレー ト･ガバナンスを研

究する意義があるといえるであろう｡
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